
【リーフレット表紙】

　川崎の緑を守り育てるためのボランティア育成講座を実施します。地域の里山で、保全管理の作業を実際に
体験し、学んでみませんか。適切な手入れを続けていくことで、より多くの種類の生きものが棲めるようになっ
ていきます。（参加無料）
●日時・場所： （第 4回）平成 27年 ９ 月 26 日（土） 9 時 30 分～ 12時　生田緑地ばら苑
 （第 5回）平成 27年 10 月 18 日（日） 9 時 30 分～ 12時　生田寒谷特別緑地保全地区
 （第 6回）平成 27年 11 月 15 日（日） 9 時 30 分～ 12時　生田緑地ばら苑
 ※雨天の場合は、翌週火曜日に延期します。
●対　　象：15歳以上の方　各回先着 30名
●申込方法：往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望の日程を記載し、川崎市公園緑地協会
 あてお送りください。（複数回の同時申し込みが可能です）
●申込期間： （第 4回）平成 27年 ８ 月 １ 日（土）～  9 月 23 日（水）【必着】
 （第 5回）平成 27年 ９ 月 １ 日（火）～ 10月 15日（木）【必着】
 （第 6回）平成 27年 10 月 １ 日（木）～ 11月 12日（木）【必着】

申し込み・問い合わせ　： （公財）川崎市公園緑地協会　「さとやま研修会」係　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　〒211-0052中原区等々力3-12 　TEL 711-6631 FAX 722-8410

問い合わせ：環境局減量推進課　　　TEL 200-2580　FAX 200-3923

平成 27年度 里山ボランティア育成講座「さとやま研修会・後期」参加者募集！

　資源物とごみの分け方等について、市民の皆様により理解を深めていただくため、絵やピクトグラム※（絵
文字）を使って分別ルールを説明したリーフレットを作成しました。生活環境事業所や区役所、市民館等で入
手することができますので、ご活用ください。
　ピクトグラムを目印に、これからも分別収集へのご協力をよろしくお願いします。

　目の不自由な人のために、「資源物とごみの分け方・出し方」の音声（デイジー）版・点字版を作成しました。
音声（デイジー）版と点字版のデータは、川崎市視覚障害者情報文化センターのホームページからダウンロ
ードできます。
　詳しくは「川崎市視覚障害者情報文化センター」ホームページをご覧ください。
　ホームページ：http://www.kawasaki-icc.jp/news/index.html#20150529

市ホームページ：http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000037814.html

ピクトグラムを活用した「資源物とごみの分別ルール」のリーフレットを作成しました

～資源物とごみの分け方・出し方の音声版・点字版を作成しました～

※ピクトグラムとは

　視覚的な図で表現する
　サインマークです。
　非常口や車いすのサイン　　
　などに使われています。
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2 問い合わせ：１. 川崎市環境総合研究所地域環境・公害監視課　TEL 276-9096　FAX 288-3156
２. 環境局企画指導課　TEL 200-2532　FAX 200-3922　　　　　　

1　大気汚染常時監視測定結果

　環境基準が定められている大気汚染物質について住
宅地域等に設置している一般環境大気測定局（以下「一
般局」という。）9局と、道路沿道に設置している自
動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）9局
で測定を実施しました。

2　有害大気汚染物質※常時監視測定結果
　市内４調査地点（池上、大師、中原、多摩）で、
大気汚染防止法第 22 条に基づく有害大気汚染物質
（21物質）について、測定を実施しました。
　環境基準が設定されているベンゼン、トリクロロ
エチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタ
ンは、全調査地点で環境基準を達成しました。
　指針値が設定されている９物質については、全調
査地点で指針値に適合しました。
　過去、環境基準を超過していたベンゼンは平成 20
年度から継続して環境基準を達成しています。

●二酸化窒素（NO2）
　　一般局及び自排局の全局（18局）で測定してお
り、一般局では全局で環境基準を達成し、自排局
では 8局（池上以外）で環境基準を達成しました。

●浮遊粒子状物質（SPM）
　　一般局及び自排局の全局（18局）で測定してお　
り、全局で環境基準の長期的評価及び短期的評価
を達成しました。

●微小粒子状物質（PM2.5）
　　一般局８局及び自排局６局で測定しており、一
般局では１局（中原）、自排局では１局（日進町）
で環境基準を達成しました。

●光化学オキシダント（Ox）
　　一般局 9局で測定しており、環境基準は全局で
非達成でした。また、光化学スモッグ注意報の発
令は、６回でした。

●二酸化硫黄（SO2）
　　一般局 9局で測定しており、全局で環境基準を
達成しました。

●一酸化炭素（CO）
　　一般局 1局（田島）と自排局 4局（池上・日進町・
市役所前・遠藤町）で測定しており、全局で環境
基準を達成しました。

平 成 2 6 年 度 大 気 汚 染 状 況
　平成 26年度の二酸化窒素、浮遊粒子状物質等の大気汚染物質及びベンゼン、トリクロロエチレン等の有害
大気汚染物質の常時監視測定結果がまとまりましたので、お知らせします。

　二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値
は、一般局、自排局ともに過去 10年を通して
みると、ゆるやかな減少傾向で推移しています。

市ホームページ：
　１．http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-1-10-2-1-0-0-0-0-0.html
　２．http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-1-3-5-4-0-0-0-0-0.html

各調査結果について、詳しくは市ホームページをご覧ください。
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浮遊粒子物質の年平均の推移

一般環境大気測定局
　大師・田島・川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生

自動車排出ガス測定局
　池上・日進町・市役所前・遠藤町・中原平和公園・
　二子・宮前平駅前・本村橋・柿生

※低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずる
おそれのある物質
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